
第12回胃がん検診ワーキング及び
第１回子宮頸がん検診ワーキングについて

令和７年度京都府生活習慣病検診等管理指導協議会がん検診部会

令和７年９月２日（火）１５：３０～１７：００

京都府健康福祉部健康対策課がん対策係
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資料１



京都府生活習慣病検診等管理指導協議会がん検診部会胃がん検診ワーキング

＜胃がん検診ワーキングについて＞

・久御山町（H20年度～、H29年度～二次読影）、京都市（H29年6月～）、福知山市（R2年5月～）

・平成30年３月 京都府生活習慣病検診等管理指導協議会がん検診部会第１回胃がん検診ワーキングを開催

・令和５年９月 府内広域での受診が可能となる、京都府胃がん内視鏡検診管外受診制度を開始

・令和６年６月 対策型検診のための内視鏡検診マニュアル２０２４改訂（日本消化器がん検診学会）

・令和７年２月 第12回胃がん検診ワーキングを開催、本ワーキングについては、令和６年度をもって終了。
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胃がん内視鏡検診の実施市町村数

令和５年度 ６（管外受診制度３、自治体独自３）

令和６年度 16（管外受診制度14、自治体独自２）

令和７年度 18（管外受診制度16、自治体独自２）



内視鏡検査導入前後の受診者数
（R６年度管外受診制度開始市町村）
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出典：令和７年２月実施 市町村意向調査結果
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内視鏡検診導入前後の比較 ※令和7年2月暫定

バリウム 内視鏡

【胃内視鏡検診受診数】
令和６年度；16市町村
6,300人（R7年2月暫定）

令和７年度；18市町村
9,696人（予定数）



胃がん内視鏡検診管外受診制度について

➢ 実施体制

・日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」

及び「京都府・京都市胃がん内視鏡検診の手引き」に準拠

➢ 二次読影体制

・実施医療機関内で二次読影 ➩「施設内二次読影方式」

・実施医療機関に属さない二次読影医が二次読影 ➩「一般二次読影方式」

※クラウドシステム（富士フィルムASSISTA)を利用

➢ 令和７年度京都府・京都市胃がん内視鏡検診手引き及び管外受診制度運用体制の主な変更点

・抗血栓薬内服者を検診の対象とした対応とし、生検の可否は内服状況を確認の上、検査医の判断に基づき決定する。

・判定区分は従来どおり「胃がんあり」「胃がん疑い」「要再検査」「胃がんなし」「胃がん以外の悪性疾患」の５分類とし、

定義は一部変更（「胃がんあり」は同時生検で胃がんが確定したもの、「要再検査」は画像に問題のある症例とする）

・受診者への郵送による結果通知が許容される範囲を変更（「胃がんなし」判定のうち病変がないもの→「胃がんなし」判定のもの）

・受診者への周知（実施期間内早めの受診、鎮痛剤・鎮静剤の使用は不可、受診券の医療機関への持参等）

対象年齢 受診間隔 実施期間 自己負担額 読影方法

京都府
管外受診制度

50歳以上 2年に１回 市町村による 市町村による
一般二次読影方式
施設内二次読影方式

4



5

出典：厚生労働省 令和５年度指針改正等に関する自治体説明会
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年齢 手法 検診間隔

20～29歳 細胞診単独法 ２年に１回

30～60歳 HPV検査単独法 ５年に１回

61歳以上 細胞診単独法 ２年に１回

出典：厚生労働省 令和５年度指針改正等に関する自治体説明会

＜HPV検査単独法を導入した場合＞
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出典：厚生労働省 令和５年度指針改正等に関する自治体説明会



京都府生活習慣病検診等管理指導協議会
子宮頸がん検診ワーキングの設置及び第１回ワーキング結果概要
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＜子宮頸がん検診ワーキングの設置について＞

・令和６年度から、がん検診指針にHPV検査単独法が盛り込まれたが、検査結果や受診者管理など、

アルゴリズムの複雑性があり、関係機関と協力した精度管理体制の構築が求められている。

・HPV検査単独法導入にかかるワーキングを設置し、実施スキームや精度管理方法などを検討予定。

・ワーキング構成：京都府医師会、京都産婦人科医会、京都府市長会、京都府町村会 等

＜第１回子宮頸がん検診ワーキング（令和７年３月11日開催）主なご意見＞

・受診間隔の延長で受診者の負担軽減につながる一方で、対象年齢や検査が複雑化する→周知・啓発

・導入スケジュールは、先行自治体の状況もみながら、パイロット的な開始も含めて検討する。

・自治体健康管理システムによる受診情報の管理体制の構築が課題であり、システム改修が必要。

・検査方法、バイアルは、検査所の受け入れ状況を確認しながら選択する。

ＨＰＶ検査単独法 府内市町村の導入状況 市町村数

R8年度以降導入予定または導入予定だが時期を検討中 13

導入するかどうか検討中 13

※令和7年6月厚生労働省調査


